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愛 知 さ わ や か ケ ア セ ン タ ー 

（訪問看護・介護予防訪問看護）  

重 要 事 項 説 明 書 ・ 契 約 書 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



         

指 定 訪 問 看 護 重 要 事 項 説 明 書 

１ 概  要 

（１） 提供できる居宅サービスの種類と地域 

事業所名（業種）事業所 NO 愛知さわやかケアセンター（訪問看護）2361390160 

所在地 
名古屋市守山区西新 10 番 21 号       

藤和瓢箪山コープ 101 号 

電話番号 052-792-8021 

ＦＡＸ番号 052-792-4508 

サービスを提供できる地域※ 
名古屋市（守山区・名東区・千種区・東区・北区） 

尾張旭市・春日井市 

※上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談ください。 

（2） 当事業所の職員体制 ※実際の看護職員数を入力します 

職  名 資  格 常勤 非常勤  兼務の別     合計 業務内容 

管理者 看護師  1 名  有 1 名  

 看護師 
  1 名

以上  
  有 

 1 名
以上 

 

 作業療法士 
 1 名
以上 

 ― 
 1 名
以上 

 

合計  
 1 名
以上 

 ― 
 1 名
以上 

― 

営業日 
月～金曜日（１２月３０日～１月３日を除く） 

※営業日以外の日をご希望の方はご相談ください。 

営業時間 
常勤９：００～１８：００  

※ただし、電話等により２４時間の連絡体制を整えております。 

(3) サービスの提供時間 

通常時間帯 早朝時間帯 夜間時間帯 深夜時間帯 

8:00～18：00 6:00～8：00 18:00～22：00 22:00～6：00 

     

２ 当事業所の訪問看護の特徴等 

(1) 運営の方針 

お客様の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防を目的に、療養上の

目標を設定し、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、計画的に訪問看護を行います。 

また、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にサービスの改善を図ります。 

(2) サービス利用のために 

事  項 備  考 

看護師等の変更 変更を希望される方はお申し出ください  

従業員への研修の実施 年 4 回 研修を実施しています 

その他 看護協会主催の研修会参加 

 



３ サービスの内容 

・ 病状のチェック 

・ 日常生活の世話・床ずれの予防・処置 

・ 在宅リハビリテーション   ・終末期の看護 

・ 認知症患者の看護      ・医療生活や介護方法の指導 

・ カテーテル等の管理     ・医師の指示による医療処置 

・ 胃ろう管理の指導      ・在宅中心静脈栄養の管理指導 

 

４ 利用料金  

（１）利用料 

ア 介護・医療保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として介護・医療保険証の負担割合にな

ります ※介護・医療保険訪問看護等の報酬は別紙「報酬一覧」を参照してください。 

イ 介護・医療保険の給付サービスを利用できない場合（自費）は全額自己負担となります 

ウ キャンセル料 

    お客様のご都合によりサービスをキャンセルされる場合、前日までに連絡をお願いします。それ以降のキ

ャンセルは全額請求となります（ただし緊急入院などやむを得ない事由を除きます） 

エ 死後の処置料 

     在宅で亡くなられた場合のケア料金として、別途５，０００円頂きます。 

(2) 交通費 

前頁１の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

(3) その他 

ア お客様の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用はお客様のご負

担になります。 

イ 料金の支払方法 

原則として口座振替にてお願いいたします。 

振替は翌月の２８日とさせていただきます。（ただし、金融機関休業日の場合は翌営業日となります。） 

 

５ サービスの利用方法 

(1) サービスの利用開始 

まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所の職員がお伺いいたします。 

※ 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談く

ださい。 

(2) サービスの終了 

ア お客様のご都合でサービスを終了する場合、サービスの終了を希望する日の１週間前までにお申し出

ください。 

イ 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事業により、サービスの提供を終了させていただく場合がございますが、その

場合は、終了 30 日前に文書で通知します。 

ウ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 



(ア) お客様が施設等に入所された場合 

(イ) お客様が亡くなられた場合 

エ その他 

 （ア）お客様やご家族様などが当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほ

どの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場

合がございます。 

（イ）ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことができなと判断した場合は、サービス中止

や契約を解除することもあります。 

 

６ サービス内容に関する苦情 

 (1) 当事業所のお客様相談・苦情窓口 

担 当 者  水野 恵理 

電   話  052－792－8021 ＦＡＸ 052－792－4508 

受 付 日  前項 1 の（2）営業日 

受付時間  ９時～18 時 

 (2) 苦情処理フロー 

   

   

 

 

 

 

       

 

(3) その他 

当事業所以外に、お住まいの市町村及び国民健康保険団体連合の相談・苦情窓口等に苦情を伝える

ことができます。 

ア 名古屋市健康福祉局  介護保険課       052-972-3087 

イ 守山区役所介護福祉課                052-796-4557 

ウ 国民健康保険団体連合会（苦情処理委員会） 052-971-4165 

 

７ 緊急時の対応方法 

サービスの提供中及び夜間に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、

ご家族様、介護支援専門員等へ連絡をいたします。 

 

８ 事故発生時の対応 

サービスの提供中に事故が発生した場合は、お客様に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を講

じ、速やかにお客様がお住まいの市町村、ご家族様、居宅介護支援事業者等に連絡を行います。 

    また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発生

を防ぐための対策を講じます。 

利用者 

苦情担当 

事業所職員 

事業所の苦情処理検討 

利用者 事業所内に苦情内容及びその解決方法を掲示 



    なお、当事業所の介護サービスにより、お客様に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損

害賠償いたします。 

提携先損害保険会社は三井住友海上火災保険株式会社となっています 

 

９ 秘密の保持について 

(1) 当該事業所の従事者は、正当な理由がなくその業務上知り得たお客様及びご家族様の秘密を漏らし

ません。 

(2) 当該事業所の従業者であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得たお客様及びご家族様の秘

密を漏らしません。 

(3) 事業者では、お客様の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で必要がある場

合に限り、あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内でお客様又はご家族様の個人情報

を用います。 

 

10 （社会情勢及び天災） 

(1) 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、当事業所の義務の履行

が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合があります。 

(2) 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、当事業所の義務の履行

が遅延、もしくは、不能になった場合、それによる損害賠償責任を乙は負わないものとします。 

 

11 （虐待の防止のための措置）  

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。 

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業員に周知徹

底を図ること。 

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(３) 事業所において、介護職員その他の従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に（年１回以上）

実地する事。 

(４) 前 3 号に掲げる措置を適切に実地するための担当者を置くこと。 

(５) 虐待を発見した際は報告義務を設けることとする。 

 

12 （身体拘束の適正化の推進） 

事業所は身体拘束の適正化を図るため、各号に掲げる措置を講じます。 

(１) 事業所における身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を 3 月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従

業員に周知徹底を図ること 

(２) 事業所に身体拘束の適正化におけるための指針を整備すること。 

(３) 事業所において、介護職員その他の従業員に対し、身体拘束の適正化のための研修を定期的に（年１

回以上）実地する事。 

(４) 措置を適切に実地するための担当者を置くこと。 



(５) 利用者、他の方の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等に行っ

てはならないこととし、身体拘束等を行う場合にはその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録する。 

 

13 （業務継続計画） 

天災による災害時や感染症の発生時でも事業継続に努めます。 

(１) 災害時、感染症発生時を想定した事業継続していく為の計画を立て、年に１度以上の研修・訓練を行

い、災害時・感染症発生時の為の計画を常に煮詰めていきます。 

(２) 措置を適切に実地するための担当者を置きます。 

(３) 感染症は危害を最小限にして行く為に感染防護服等着用や換気、ゴミ出し等の方法を徹底し、びまん

防止の為の指針の整備を行います。 

 

 

訪問看護の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。                              

 

年  月  日 

                  事業所所在地 名古屋市守山区西新 10 番 21 号 

                              藤和瓢箪山コープ 1F 101 号 

                       名 称  愛知さわやかケアセンター      

              

                                           説明者氏名                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個 人 情 報 利 用 同 意 書 

私（及び私の家族）の個人情報の利用については、下記により必要最小限の範囲内で使用することに同意し

ます。 

記 

1.訪問看護ステーションにおける利用目的 

訪問看護を実施するため、以下の範囲で個人情報を利用させていただきます。 

○ 訪問看護ステーション内での利用 

・ ご利用者に提供するのは訪問看護サービス（計画･報告･連絡･相談等） 

・ 医療保険・介護保険の請求等の事務 

・ 会計･経理等の事務 

・ 事故等の報告・連絡・相談 

・ ご利用者の看護サービスの質向上（ケア会議、研修等） 

・ その他、ご利用者に係る事業所の管理運営業務 

○ 他の事業所等への情報提供 

・ 主治医の所属する医療機関、連携医療機関、ご利用者に居宅サービスを提供するほかの居宅サービス事

業者や居宅介護支援事業所との連携（ただし、サービス担当者会議等への情報提供はご利用者に文書で

同意を得ます）、照会への回答 

・ その他の業務委託 

・ 家族等介護者への心身の状況説明 

・ 医療保険・介護保険事務の委託 

・ 審査支払機関へのレセプト提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

○ その他上記以外の利用目的 

・ 看護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

・ 訪問看護ステーションで行われる学生の実習への協力 

・ 学会等での発表（原則、匿名化。匿名化が困難な場合は利用者の同意を得ます） 

・ 生命、身体の保護のため必要な場合（災害時において、安否確認情報を行政に提供する場合） 

2.利用する期間 

令和   年  月  日 から 契約終了日から 5 年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



訪 問 看 護 報 酬 ・ 加 算 同 意 書 

介護保険 

☑ 日付 報酬・加算 

□   ／ 訪問看護ステーションの報酬 

□    ／ 早朝・夜間加算 (6 時～8 時・18 時～22 時)  

□    ／ 深夜加算(22 時～6 時)  

□    ／ 複数名訪間加算 

□    ／ 長時間訪問看護加算 (90 分超えて訪問看護を行う場合) 

□    ／ 緊急時（介護予防）訪問看護加算（1 月につき） 

□    ／ 特別管理加算（1 月につき） 

□    ／ 専門管理加算 

□    ／ 初回加算初回または２か月以上空いた時 

□    ／ 退院時共同指導加算 

□    ／ ターミナルケア加算 

□    ／ 遠隔死亡診断補助加算 

□    ／ サービス提供体制強化加算 

□    ／ 看護体制強化加算（1 月につき） 

□    ／ 口腔連携強化加算（1 月につき） 

□    ／ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の減算 

医療保険 

□    ／ 訪問看護基本療養費 

□    ／ 緊急訪問看護加算 

□    ／ 難病等複数回訪問加算 

□    ／ 長時間訪問看護加算（90 分超えて訪問看護を行う場合) 

□    ／ 複数名訪問看護加算 

□    ／ 夜間・早朝訪問看護加算 

□    ／ 深夜訪問看護加算 

□    ／ 訪問看護管理療養費 

□    ／ 24 時間対応体制加算（1 月につき） 

□    ／ 退院時共同指導加算（対象者のみ：特別管理指導加算） 

□    ／ 退院支援指導加算 

□    ／ 在宅患者連携指導加算 

□    ／ 在宅患者緊急等カンファレンス加算 

□    ／ 特別管理加算（1 月につき） 

□    ／ 看護・介護職員連携強化加算 

□    ／ 専門管理加算 

□    ／ 訪問看護医療 DX 情報活用加算 

□    ／ 訪問看護情報提供療養費 

□    ／ 訪問看護ターミナルケア療養費 

□    ／ 訪問看護ベースアップ評価料 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指 定 訪 問 看 護 契 約 書 

利用者              様（以下「甲」という。）と事業者 愛知さわやかケアセンター（以下「乙」という。）

とは、甲が乙に対して行う訪問看護・介護予防訪問看護（以下「訪問看護サービス」という。）の利用に関して次

のとおり契約を結びます。 

  

（目的） 

第１条 乙は、健康保険・介護保険に関する法令の趣旨及びこの契約書に従い、甲がその有する能力に応じて

可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、甲の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を

目指すことを目的として訪問看護サービスを提供します。 

２ 乙は、訪問看護サービスの提供にあたっては、甲の要介護状態区分及び甲の被保険者証に記載された認

定審査会意見に従います。 

  

（契約期間） 

第２条 この契約書の契約期間は、    年  月  日から甲の終了意思表示されるまでの期間とします。た

だし、第１7 条に定める契約の終了行為があった場合は、その定める日までとします。 

  

（運営規程の概要） 

第３条 乙の運営規程の概要（運営の方針、職員の体制、訪問看護サービスの内容等）、従業者の勤務の体制

等は、前書重要事項説明書に記載したとおりです。 

  

（訪問看護計画の作成・変更） 

第４条 乙は、主治医の指示、甲の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問看護計画を作成し、訪問看

護計画作成後も当該実施状況の把握に努めます。 

２ 訪問看護計画には、療養上の目標や目標達成のための具体的なサービス内容等を記載します。 

３ 訪問看護計画は、居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成し、健康保険利用者

においては、主治医の指示に沿って作成します。 

４ 乙は、次のいずれかに該当する場合には、第１条に規定する訪問看護サービスの目的に従い、訪問看護計

画の変更を行います。 

 (1) 甲の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、当該訪問看護計画を変更する必要がある場

合 

 (2) 甲が訪問看護サービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合 

５ 前項の変更に際して、居宅サービス計画の変更が必要となる場合は、速やかに甲の居宅介護支援事業者

に連絡するなど必要な援助を行います。 

６ 乙は、訪問看護計画を作成し又は変更した際には、これを甲及びその後見人又は家族に対し説明し、その

同意を得るものとします。 

７ 訪問看護サービスの内容を変更した場合、甲と乙とは、甲が変更後に利用する訪問看護サービスの内容、

利用回数、利用料及び介護保険の適用の有無について記載した契約書重要事項説明書を添付した利用サ

ービス変更合意書を交わします。 

 



 （主治医との関係） 

第５条 乙は、訪問看護サービスの提供を開始する際には、主治医の指示を文書で受けます。 

2 乙は、主治医に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治医との密接な連携を図ります。 

  

（担当の訪問看護員） 

第６条 乙は、甲のため、担当の訪問看護員を定め、甲に対して訪問看護サービスを提供します。 

２ 乙は、担当の訪問看護員を選任し、又は変更する場合には、甲の状況とその意向に配慮して行います。 

３ 甲は、乙に対し、いつでも担当の訪問看護員の変更を申し出ることができます。 

４ 乙は、前項の申出があった場合、第１条に規定する訪問看護サービスの目的に反するなど変更を拒む正当

な理由がない限り、甲の希望に添うように担当の訪問看護員を変更します。 

  

（訪問看護サービスの内容及びその提供） 

第７条 乙は、担当の訪問看護員を派遣し、契約書重要事項説明書に記載した内容の訪問看護サービスを提

供します。 

２ 乙は、甲に対して訪問看護サービスを提供するごとに、当該サービスの提供日及び内容、介護保険から支

払われる報酬等の必要事項を、甲が依頼する居宅介護支援事業者が作成する所定の書面に沿って行い、

甲の確認を受けることとします。 

３ 乙は、甲の訪問看護サービスの実施状況等に関する記録を整備し、その完結の日から 5 年間保存しなけ

ればなりません。 

４ 甲及びその後見人（後見人がいない場合は甲の家族）は、必要がある場合は、乙に対し前項の記録の閲覧

及び自費による謄写を求めることができます。ただし、この閲覧及び謄写は、乙の業務に支障のない時間に

行うこととします。 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第８条 乙は、甲に対して訪問看護サービスを提供するにあたり、甲が依頼する居宅介護支援事業者又はその

他保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

 

（協力義務） 

第９条 甲は、乙が甲のため訪問看護サービスを提供するにあたり、可能な限り乙に協力しなければなりませ

ん。 

  

（苦情対応） 

第１０条 乙は、苦情対応の責任者及びその連絡先を明らかにし、乙が提供した訪問看護サービスについて

甲、甲の後見人又は甲の家族から苦情の申立てがある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。 

２ 乙は、甲、甲の後見人又は甲の家族が苦情申し立て等を行ったことを理由として、甲に対し何ら不利益な取

扱いをすることはできません。 

  

（緊急時の対応） 

第１１条 乙は、現に訪問看護サービスの提供を行っているときに甲に容態の急変が生じた場合、必要に応じて

臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を取るなど必要な対応を講じます。 

 



 （費用） 

第１２条 乙が提供する訪問看護サービスの利用単位毎の利用料その他の費用は、別紙報酬一覧に記載した

とおりです。 

２ 甲は、サービスの対価として、前項の費用の額をもとに月ごとに算定された利用者負担額を乙に支払いま

す。 

３ 乙は、提供する訪問看護サービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサー

ビスの内容及び利用料金を説明し、甲の同意を得ます。 

４ 乙は、前項に定める費用の額にかかるサービスの提供にあたっては、あらかじめ甲に対し、当該サービスの

内容及び費用について説明を行い、甲の同意を得なければなりません。 

５ 乙は、甲が訪問看護サービスの利用をキャンセルする場合、前日までに連絡ない場合は全額の支払いを求

めることができます。 

６ 乙は、訪問看護サービスの利用単位毎の利用料及びその他の費用の額を変更しようとする場合は、１カ月

前までに甲に対し文書により通知し、変更の申し出を行います。 

７ 乙は、前項に定める料金の変更を行う場合には、新たな料金に基づく別紙重要事項説明書及び契約書別

紙サービス内容説明書を添付した利用サービス変更合意書を交わします。 

  

（利用者負担額の滞納） 

第１３条 甲が正当な理由なく利用者負担額を２カ月以上滞納した場合は、乙は、３０日以上の期間を定めて、

利用者負担額を支払わない場合には契約を解除する旨の催告をすることができます。 

２ 前項の催告をしたときは、乙は、甲の居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者と、甲の日常生活

を維持する見地から居宅サービス計画の変更、介護保険外の公的サービスの利用について必要な協議を

行うものとします。 

３ 乙は、前項に定める協議を行い、かつ甲が第１項に定める期間内に滞納額の支払いをしなかったときは、こ

の契約を文書により解除することができます。 

４ 乙は、前項の規定により解除に至るまでは、滞納を理由として訪問看護サービスの提供を拒むことはありま

せん。 

 

（秘密保持） 

第１４条 乙は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た甲及びその後見人又は家族の秘密を漏らしませ

ん。 

２ 乙及びその従業員は、サービス担当者会議等において、甲及びその後見人又は家族に関する個人情報を

用いる必要がある場合には、甲及びその後見人又は家族に使用目的等を説明し同意を得なければ、使用す

ることができません。 

  

（甲の解除権） 

第１５条 甲は、７日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。 

 

（乙の解除権） 



第１６条 乙は、甲が法令違反又はサービス提供を阻害する行為をなし、乙の再三の申し入れにもかかわらず

改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難になったときは、３０日間以上の予

告期間をもって、この契約を解除することができます。 

２ 乙は、前項によりこの契約を解除しようとする場合は、前もって、主治医、甲の居宅サービス計画を作成し

た居宅介護支援事業者、公的機関等と協議し、必要な援助を行います。 

 

（契約の終了） 

第１７条 次に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。 

1 第２条１項及び２項により、契約期間満了日の７日前までに甲から更新拒絶の申し出があり、かつ契約期間

が満了したとき。 

2 甲が第１５条により契約を解除したとき。 

3 乙が第１３条又は第１６条により契約を解除したとき。 

4 甲が介護保険施設や医療施設等へ入所又は入院等をしたとき。 

5 甲が死亡したとき。 

6 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖したとき。  

7 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退したとき。 

 

（損害賠償） 

第１８条 乙は、訪問看護サービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに甲の後見人及び家

族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

２ 前項において、事故により甲又はその家族の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、乙は速やかにそ

の損害を賠償します。ただし、乙に故意・過失がない場合はこの限りではありません。 

３ 前項の場合において、当該事故発生につき甲に重過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができ

ます。 

   

（社会情勢及び天災） 

第１９条 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、当事業所の義務の履

行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合がある。 

２ 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、当事業所の義務の履行が

遅延、もしくは、不能になった場合、それによる損害賠償責任を乙は負わないものとする。 

 

（利用者代理人） 

第２０条 甲は、代理人を選任してこの契約を締結させることができ、また、契約に定める権利の行使と義務の

履行を代理して行わせることができます。 

２ 甲の代理人選任に際して必要がある場合は、乙は成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の内容を説明

するものとします。 

  

（合意管轄） 

第２１条 この契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とす

ることに合意します。 



（協議事項） 

第２２条 この契約に定めのない事項については、健康保険・介護保険法等の関係法令に従い、甲乙の協議に

より定めます。 

 

□ 重要事項説明書の説明を聞き、理解・同意しました  

□ 個人情報同意書の説明を聞き、理解・同意しました 

□ 加算説明書の説明を聞き、理解・同意しました    

□ 契約書の説明を聞き理解しサービスの提供開始に同意しました       

 

この契約の成立を証するため本証２通を作成し、甲乙各署名して１通ずつを保有します。 

 

 契約締結日     年   月   日 

 

 利用者 甲 住所 

氏名   

 

家族代表者 住所 

氏名    

 

署名代行者 住所 

氏名   

  

 

 

 

事業者 乙     住   所     〒463-0055   

名古屋市守山区西新 10 番 2１号藤和瓢箪山コープ１Ｆ 101

号法   人     株式会社 愛知さわやかケアセンター 

事業所名     愛知さわやかケアセンター 

代表者名     代表取締役 水野 恵理 

 

事業所番号    ２３６１３９０１６０ 

 

 

 

 

 

 
代筆理由： 

 


